
【表紙】
 
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

 

【提出先】 関東財務局長

 

【提出日】 2023年12月22日

 

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　有田　浩之

 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

 

【事務連絡者氏名】 坂井　瑛美

 

【電話番号】 03-6703-7940

【届出の対象とした募集内国投

資信託受益証券に係るファンド

の名称】

iシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジな

し）

【届出の対象とした募集内国投

資信託受益証券の金額】

5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

(注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表

示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年８月２日付をもって提出した有価証券届出書について、デリバティブ取引等の投資制限を追

加する事に伴い記載事項の変更がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

２【投資方針】

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

①　当ファンドの約款で定める投資制限

（前略）

 

ｑ．デリバティブ取引等に係る投資制限

一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合

理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

（以下省略）

 

＜訂正後＞

①　当ファンドの約款で定める投資制限

（前略）

 

ｑ．デリバティブ取引等に係る投資制限

(a）一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める

合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(b）以下に定める目的により実質的に投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の

５に定めるものをいいます。）を行いません。

Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的

Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

 

（以下省略）
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